
【開発同意協議例示】

○道路通行形態

区域外道路 凡例
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街区別辺への通り抜け道路 街区同辺への通り抜け道路

○交差点

既存道路１ ※道路の中心線が対側の端（隅切除く）に
入っている場合は同一の交差点と見なす。

（15m以上）

既存道路２ 交差点間距離

街区距離（区域外道路が主要幹線道の場合、少なくとも片側は50m以上）
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縦断勾配
2.5％範囲

停止線から
6m以上

×車線変更禁止区域内
×停止線から30m未満の屈折車線内

○開発区域にのみ接する区画

① ② 50m以上 50m以上

③ ④ ① ③ ⑪ ⑬
開発
道路

⑤ ⑥ ② ④ ⑫ ⑭

区域外道路

○主要幹線道と行き止まり道路の交差点

(看板例)
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○拡幅する既存道の交差点等
既存道路

6m以上
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○屈曲する場所
20(40)m以上

※交差点取り付け中心部から20m以上先（接続先が２車
区域外道路 線以上の道路の場合は40m以上）の区域外道路の中心

部が確認できないものは認めないものとする。
ただし、屈曲する場所の判断は、いろいろな状況が
考えられるため、個別判断とする。

○行き止まり道路
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外側線による

誘導でも可

隅切りを

確保

※交差点取り付け中心部から道路終端中心部が確認で
きること。また、道路延長は中心線の距離とする。
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○交差点等及び屈曲させた場所から15ｍ以内は屈曲させないこと
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